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  告   示   

告 示 第 ７ １ ８ 号   
平成２７年１１月２日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、就労移行支援を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５１条第２号

の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 
 あったかほーむ くまもと 
 熊本市中央区神水一丁目２４－１ ＫＭビル４Ｆ 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
 株式会社 ＰＥＲＦＥＣＴ・ＯＮＥ 
 熊本市中央区神水一丁目２４－１ ＫＭビル４Ｆ 

代表取締役 後藤 ひとみ 
３ 廃止した事業の種類 
  就労移行支援 
４ 廃止年月日  

平成２７年１１月１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ １ ９ 号   
平成２７年１１月２日 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の障害児相談支援事業者を

指定したので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
  相談支援センター ｒｉｓｅ 
  熊本市中央区水前寺公園２８番１－６１４ 
２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
  一般社団法人グランパ 
  熊本市北区植木町味取字観音平２８８番地 
  岸 文基 
３ 指定年月日   

平成２７年１１月１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ２ ０ 号   
平成２７年１１月２日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の１７第１項第１号の特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の

規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
  相談支援センター ｒｉｓｅ 
  熊本市中央区水前寺公園２８番１－６１４ 
２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
  一般社団法人グランパ 
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  熊本市北区植木町味取字観音平２８８番地 
  岸 文基 
３ 指定年月日   

平成２７年１１月１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ２ ２ 号   
平成２７年１１月９日 

平成２７年度国民健康保険料納付通知書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明で書類を送達

することができないため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり告示する。 
 なお、当該書類は熊本市健康福祉子ども局国保年金課で保管し、送達を受けるべき者の申し出によ

り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
１０名 
上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 

  指定期限 平成２７年１１月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ２ ３ 号   
平成２７年１１月９日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動及び保管した自転車を、同条例第１４条第２

項及び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却

等を行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 

別表のとおり（登載省略） 
２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２７年１１月９日 
３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １１５台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ２ ５ 号   
平成２７年１１月９日 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第２１条の５の２４第１項第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
げんキッズ 
熊本市西区蓮台寺五丁目３番３号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
一般社団法人熊本報徳会 

 熊本市西区蓮台寺五丁目３番３号 
奥村 友美 

３ 指定年月日   
平成２７年１１月１５日 
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４ 障害児通所支援サービスの種類 
   放課後等デイサービス 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ２ ６ 号   
平成２７年１１月１０日 

国民健康保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申し出に

より交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
 

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 

 

９月期 ４４２名 

８月期 １９名 

７月期 ２名 

６月期 １名 

平成２６年度 

 

 

 

１２月期 １名 

１０月期 １名 

２月期 １名 

１月期 １名 

上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 
 指定期限 平成２７年１１月１６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ２ ７ 号   
平成２７年１１月１０日 

介護保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 ９月期 １５２名 

７月期 ６３名 

上記の者は、指定期限までに介護保険料を納付するよう通知する。 

指定期限 平成２７年１１月１６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ２ ８ 号   
平成２７年１１月１０日 

後期高齢者医療保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 
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熊本市長  大 西 一 史   
年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 ８月期 １４名 

７月期 １名 

上記の者は、指定期限までに後期高齢者医療保険料を納付するよう通知する。 

指定期限 平成２７年１１月１６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ２ ９ 号   
平成２７年１１月１１日 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体の認可をし

たので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 名称 

  鶴の原温泉団地自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、次の各号に掲げる地域における共同活動を行うことによって、良好な地域社会の形成と 

維持に資することを目的とする。 

(1) 会員相互の連絡と親睦を図ること。 

(2) 区域内の美化、清掃等の環境整備に関すること。 

(3) 集会施設その他の財産の維持管理に関すること。 

(4) 福利、厚生に関すること。 

(5) 交通安全、防犯、防火等に関すること。 

(6) 給湯サービス事業の基本問題について、給湯業者と協議・交渉を行う。 

(7) その他目的達成に必要なこと。 

３ 区域 

 本会の区域は、熊本市北区梶尾町９２３番、９５５番、１０１７番から１０６１番まで、１０８ 

０番、１２１９番から１２２０番まで、１２２２番から１２５３番まで、１７２０番から１７４５ 

番まで（ただし、１７３２番２を除く。）、１７５４番、１７８７番及び１７９０番から１８３３ 

番まで、並びに熊本市北区鶴羽田町１０１５番、１０４１番から１０４５番まで、１０５１番、１ 

０５４番及び１１３０番並びに１１３１番２、１１３１番６から１１３１番１０まで及び１１３４ 

番５の区域とする。 

４ 主たる事務所 

  熊本市北区梶尾町１７４５番地１７１ 

５ 代表者の氏名 

  村上 幸博 

６ 代表者の住所 

  熊本市北区梶尾町９２３番地１６ 

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無 

  無 

８ 代理人の有無 

  無 

９ 解散の事由 

  地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。また、総会の議決に基づいて解散する場合 

は、総会員の４分の３以上の承認を得なければならない。 

１０ 認可年月日 

   平成２７年１１月１０日 
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告 示 第 ７ ３ ０ 号   
平成２７年１１月１１日 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ３ １ 号   
平成２７年１１月１１日 

平成２７年度介護保険料納付通知書（普通徴収）の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明であ

ることから書類を送達することができないため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２及び熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局高齢介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者の申し

出により交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

年度 料目 期別 納期限 備考 

平成２７年度 介護保険料 １０月期 

１１月期 

１２月期 

１月期 

２月期 

３月期 

平成２７年１１月３０日 

平成２７年１１月３０日 

平成２８年１月４日 

平成２８年２月１日 

平成２８年２月２９日 

平成２８年３月３１日 

公示送達者（登載省略） 

１０名 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ３ ２ 号   
平成２７年１１月１１日 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 都市計画の種類 

撤去日 名称又は種類 数量 撤去場所 保管開始日 その他 

１０月１９日 はり札等 ２ 本荘・長嶺東 １０月２０日  

１０月２０日 
はり札等 ３ 武蔵ケ丘・清水新地 

１０月２１日 
 

立看板等 ２ 楡木  

１０月２２日 
はり札等 ２ 上ノ郷・高平 

１０月２３日 
 

立看板等 ４ 沼山津  

１０月２３日 はり札等 ５ 南高江 １０月２４日  

１１月２日 
はり札等 ６ 長嶺 

１１月３日 
 

立看板等 １７ 新南部・上南部・下南部・龍田  

１１月５日 
はり札等 ３ 砂原町・若葉 

１１月６日 
 

立看板等 ２ 東野  

１１月６日 はり札等 ４ 城山半田 １１月７日 . 

保管場所 熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 
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  熊本都市計画特別用途地区の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

熊本市南区上ノ郷２丁目の一部 

３ 縦覧場所 

  熊本市都市建設局都市政策課 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ３ ３ 号   
平成２７年１１月１２日 

市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

道 路 の 区 域 

区  間 
旧新 

の別 

敷地の幅員

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

２１－ 

８６ 

小島上町 

薬師 

第２号線 

西区小島３丁目４４８番１地先から 

西区城山薬師２丁目１０４３番地先まで 
旧 ３．０～３．０ ３７４．７ 

西区小島３丁目４４８番１地先から 

西区城山薬師２丁目１０４３番地先まで 
新 ３．０～６．６ ３７４．７ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ３ ５ 号   
平成２７年１１月１３日 

 平成２７年度市県民税納税通知書の送達を受けるべき次の者の住所及び居所が不明のため、当該書類を

送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭

和２５年告示第８９号）第１３条の規定により告示する。 

  なお、当該書類は、熊本市財政局課税管理課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
該当年度 税目 期別 指定納期限 住所及び氏名（登載省略） 

平成２７ 市県民税 ４期 平成２８年２月１日 ５名 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ７ ３ ９ 号   
平成２７年１１月２日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２８年３月２日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ムサシプラザ 

  熊本市北区武蔵ケ丘五丁目２６４番地１ 外 

２ 変更しようとする事項の概要 

(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
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   （変更前）２，５５６㎡ 
   （変更後）１，９８０㎡ 
  ※ 法に基づく届出事項には該当しないが、店舗レイアウトの変更により店舗面積が減少するた 

め、参考として記載するもの 
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

駐車場Ｎｏ．１ 店舗棟屋上 ８４台 

（変更後） 

駐車場Ｎｏ．１ 店舗棟屋上 ６９台 

  ② 駐輪場の位置及び収容台数 

（変更前） 

駐輪場Ｎｏ．１ 建物南西側 ８０台 

駐輪場Ｎｏ．２ 建物南西側 ２０台 合計１００台 

（変更後） 

駐輪場Ｎｏ．１ 建物南西側 ２０台 

駐輪場Ｎｏ．２ 建物南西側 ２０台 

駐輪場Ｎｏ．３ 建物南西側 ６台    

駐輪場Ｎｏ．４ 建物南西側 ６台  合計５２台 

３ 変更する年月日 

平成２８年６月２４日 

４ 変更する理由 

  営業政策のため 

５ 届出年月日 

平成２７年１０月２３日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市北区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２７年１１月２日から平成２８年３月２日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ７ ４ ０ 号   
平成２７年１１月２日   

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定による換地処分通知は、送

付すべき場所を確知することができないので、同法第１３３条第１項の規定により当該通知書の送付

にかえてその内容を別表及び別図（登載省略）のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

［別表］ 

通知を受け

るべき者の

住所・氏名 

従前の宅地 換地処分後の土地 
清算金及び 

清算金精算額 

町又は 

字地番 
地目 

登記簿地積 

（基準地積）

街区

番号

町又は 

字地番 
地目 地積 

交付額 

（供託すべき 

金額） 
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熊本市中央

区 

黒髪一丁目 

１２番７号 

株式会社東

宏実業 

熊本市西区 

春日三丁目９

２７番３ 

 

宅地 

１６５．２８

㎡ 

（１６５．２

８㎡） 

３６

熊本市西区 

春日三丁目 

２０４４ 

宅地 
１９２．６７

㎡ 

１１，８９０円

（１１，８９０

円） 

熊本市西区 

春日三丁目９

２７番５ 

 

宅地 

１０．３４㎡

（１０．３４

㎡） 

熊本市西区 

春日三丁目９

２７番１２ 

 

宅地 

３３．０５㎡

（３３．０５

㎡） 

春日村共有 

熊本市西区 

春日六丁目 

４８３番２ 

墓地 

５６㎡ 

（５６．５９

㎡） 

１４

－３

熊本市西区 

春日六丁目１ 
墓地 ２１．７０㎡ 

５，６５８円 
１４

－２

熊本市西区 

春日六丁目２ 
墓地 ２７．６５㎡ 

教示１． この通知に係る処分について不服があるときは、この通知を知った日の翌日から起算して６０日以内に 
熊本県知事に審査請求をすることができます。（審査請求書の記載事項は、行政不服審査法（昭和３７

年法律第１６０号）第１５条に規定されています。） 
  ２． この通知に係る処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、熊本市（訴訟において熊本市を代表す 

る者は、熊本市長）を被告として、この通知があったことを知った日から６か月以内です。 
  ３． 上記１の審査請求をした場合において、この通知に係る処分の取消しを求める訴訟は、当該審査請求 

に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に熊本市（訴訟において熊本市を代表する者は、 
熊本市長）を被告として提起することができます。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ４ １ 号   
平成２７年１１月２日   

 次の者に対する土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定による換地

処分通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第１３３条第１項及び第２項にお

いて準用する同法第７７条第５項の規定により、書類の送付にかえて通知の内容が熊本都市計画事業

熊本駅西土地区画整理事業地区内の熊本県熊本市西区春日五丁目３番５号地先所在の掲示板に掲示さ

れている旨を、同法第１３３条第２項において準用する同法第７７条第５項後段の規定により公告す

る。 
熊本市長  大 西 一 史 

書類の送付を受けるべき者 
土地の表示 

氏名 最後の住所 

株式会社 

東宏実業 

熊本市中央区黒髪一丁目 

１２番７号 

熊本県熊本市西区春日三丁目９２７番３、９２７番５、９２７番

１２ 

春日村共有  熊本県熊本市西区春日六丁目４８３番２ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ７ ４ ４ 号   
平成２７年１１月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
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熊本市南区野口一丁目５８２番１  

  １，０１６．０３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市中央区水前寺一丁目２２番１８号 

  株式会社 タウン開発 

   代表取締役 前田 尚毅 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ４ ６ 号   
平成２７年１１月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区佐土原二丁目４０７番６、４１１番２、４１２番４、４１２番５、４７４番１、４７ 

４番４、４７６番、４７７番、４７８番、４７９番、４８０番、４８１番、４８４番１、４８４番 
２、４８５番１、４８５番２、４８５番３、５０４番及び市道 
２０，３１３．３４平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市東区尾ノ上一丁目５番２０号 

  株式会社 南栄開発 

   代表取締役 斉藤 忠 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ４ ８ 号   
平成２７年１１月５日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区元三町一丁目２４番１、２４番４ 

  ４２５．７７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ４ ９ 号   
平成２７年１１月５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区城山半田二丁目３４３番１、３４３番２ 

  ３１２．４４平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
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公 告 第 ７ ５ ５ 号   
平成２７年１１月６日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字重富字外無田９７４番２ 
３１３．４９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ５ ６ 号   
平成２７年１１月９日   

次のとおり、差押財産の公売を実施するので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及

び第９９条の規定により公売及び見積価額を公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１．公売財産の種類 不動産 

売却区分番号 １ 
（土地の表示） 
所在 熊本市北区大窪四丁目 
地番 ８７５番１３２ 
地目 山林 
地積 １３２３．００㎡ 

   ※地積は、不動産登記簿の表示による 
 ２．公売方法 期日入札 
 ３．公売日時 
   入札 平成２７年１２月８日（火）午前１０時１５分から午前１０時２０分まで 

（全入札終了まで） 
   開札 平成２７年１２月８日（火）午前１０時２１分（全入札終了後） 
 ４．公売場所  

熊本市役所 ９階会議室 
 ５．売却決定日時及び場所 
   日時 平成２７年１２月１５日（火）午前１０時 
   場所 熊本市財政局納税課 
 ６．見積価額及び公売保証金 
   売却区分番号 １ 
   見積価額  ２４，０００，０００円 
   公売保証金  ２，４００，０００円 
 ７．買受代金の納付期限 
   平成２７年１２月１５日（火）午後２時 
   （但し、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１９条の７第１項ただし書き、その他の規 

定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 
８．買受人についての要件 

   国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買受人となることができない。 
 ９．配当を受ける者の権利の申し出について 
   この公売財産の換価代金について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置 
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権等の権利を有する者は、売却決定する前日までに債権現在額申立書により、その内容を熊本市 
財政局納税課まで申し出ること。 

１０．その他の公売要件 
  (1) 入札に参加する者は、入札前に公売保証金を納付すること。 
  (2) 公売保証金の納付は銀行振込のみとし、公売保証金納付期間内に、指定口座に振込むこと。 

公売保証金納付期間は、平成２７年１１月２４日（火）から平成２７年１２月１日（火）午

後２時までとする。 
  (3) 買受代金は、現金又は小切手（銀行が振出したもので、かつ熊本手形交換所管内で振出日か 

ら起算して５日を経過していないものに限る）でなければ納付できない。また、買受人が買受

代金を納付しない場合、公売保証金は返還しない。 
  (4) 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者と決定し、売却決定を行う。 
  (5) 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証 

金の額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受申込者制度を適用する。 
  (6) 入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を実施する場合がある。 
  (7) 買受代金納付の前に、公売財産にかかる市税の完納の事実が証明されたとき、又は買受代金 

納付後であっても、取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取消す。 
  (8) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときとする。従って取得後の毀損、焼失等 

による損害の負担は買受人が負うものとする。 
  (9) 権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税等）は買受人の負担とする（登録免許税法 

による）。 
(10) 公売財産は、公売を中止する場合がある。 
(11) 公売財産等の詳細は不動産公売広報で確認すること。 
(12) 不動産公売広報を必要とする場合は、熊本市財政局納税課特別滞納対策室に申し出ること。 
(13) その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限がある。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ５ ７ 号   
平成２７年１１月１０日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市の町の区域及び名称

を変更するため、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第５条の２第１項の規定に基

づき下記のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 住居表示整備事業に伴う町の区域及び名称の変更案 

  【龍田町弓削地域】 

変更前町界町名 変更後町界町名 摘  要 

龍田町弓削 

弓削一丁目 

住居表示実施 

弓削二丁目 

弓削三丁目 

弓削四丁目 

弓削五丁目 

弓削六丁目 

  ※ 別図（登載省略）のとおり 

２ 変更時期 平成２８年１０月（予定） 

３ 縦覧期間 平成２７年１１月１０日から平成２７年１２月９日まで 

４ 縦覧場所 熊本市市民局区政推進課 
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公 告 第 ７ ６ ４ 号   
平成２７年１１月１０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区八分字町字十三居屋敷５４８番２、５４８番３ 
２６５．５３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ５ ８ 号   

平成２７年１１月１３日   

  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、平成２７年

度熊本市農用地利用集積計画第８号を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 縦覧場所  

 熊本市農水商工局農業政策課担い手推進室 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公 告 第 ７ ５ ９ 号   
平成２７年１１月１３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区小島五丁目３５５番１、３５５番２、３５６番１ 
４５１．５５平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  東   区   

東 区 告 示 第 １ １ 号   
平成２７年１１月６日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１１月２日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。                               

熊本市東区長  中 原 裕 治 
以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示６９号   
平成２７年１１月２日   

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 



平成 27 年 11 月 30 日        熊 本 市 公 報        第 1413 号 
 

- 1585 - 
 

  その関係図面は、平成２７年１１月２日から２週間、熊本市上下水道局管路維持課において一般の

縦覧に供する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

    平成２７年１１月２日 

２ 下水を排除し、及び処理する区域 

(1) 東部処理区 

東区戸島四丁目の一部 

(2) 西部処理区 

西区沖新町及び西区谷尾崎町の各一部 

(3) 植木処理区 

北区植木町岩野の一部 

３  供用を開始する排水施設の位置 

    前項に示す区域内 

４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

分流式 

５ 下水の処理を開始する終末処理場の位置及び名称 

(1) 東部処理区 

東区秋津町秋田５３６番地 

東部浄化センター 

(2) 西部処理区 

西区沖新町４９４４番地３ 

西部浄化センター 

(3)  植木処理区 
北区鶴羽田町１２番地１ 
熊本北部浄化センター 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上 下 水 道 局 告 ７ ０ 号   
平成２７年１１月５日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第１項の規定による営業の廃止の届出があったことに伴い、同規程第１４条第１項第１号の

規定により熊本市排水設備指定工事店の指定を取り消したので、同規程第２２条第２号の規定により

次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 取消年月日 

第７０１号 

合志市須屋１９３９番地 

株式会社城北 

代表取締役 嶋村 健 

平成２７年１０月２７日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示７１号   
平成２７年１１月６日   

次の者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   
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指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 廃止年月日 

第７０８号 

上益城郡甲佐町下横田４３５番地３２ 

長友設備 

代表 長友 宏太 

平成２７年１０月２７日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示７２号   
平成２７年１１月６日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７９３号 

上益城郡甲佐町下横田４３５番地３２ 

株式会社長友設備 

代表取締役 長友 宏太 

平成２７年１０月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示７３号   
平成２７年１１月１１日   

次の者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 廃止年月日 

第６３７号 

福岡県福岡市博多区井相田二丁目１０番１３号 

積和建設九州株式会社 

代表取締役 真島 康 

平成２７年１０月２９日 

第５１８号 

熊本市南区護藤町９２５番地 

有限会社田上建設 

代表取締役 田上 秀一 

平成２７年１０月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  病   院   局   

病 院 局 公 告 第 ４ ６ 号   
平成２７年１１月４日   

平成２７年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明  

１ 試験名称 平成２７年度熊本市職員採用選考試験（医師） 

２ 申込期間 平成２７年１１月４日（水）から平成２７年１１月３０日（月）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

試験区分 職種 採用予定者数 

免 許 資 格 職 医師 １人 

４ 試験案内配布場所 熊本市民病院総務課 

熊本市ホームページ及び熊本市民病院ホームページにも試験案内を掲載します。 
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 教 育 委 員 会  

教 委 告 示 第 １ ２ 号   
平成２７年１１月６日   

熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 
熊本市教育委員会 委員長  﨑 元 達 郎   

１ 日時 
平成２７年１１月１１日（水）午後２時から 

２ 場所 
  マスミューチュアル生命ビル ７階 会議室 
３ 議事 

(1) 平成２７年度熊本市一般会計１１月補正予算（教育費）について 

(2) 平成２７年度熊本市教育委員会事務事業点検評価報告書（平成２６年度事業分）について 

４ 協議 

(1) 平成２８年度当初予算要求の概要について 

(2) 熊本市立幼稚園基本計画（素案）について 

(3) 土曜授業について 

(4) 運動部活動について 

５ 報告 

(1) 平成２７年第３回定例市議会報告について 

(2) 平成２８年度熊本市立学校管理職採用選考試験の実施状況について 

(3) 平成２７年度熊本市教職員教育功労表彰の受賞者について 

(4) 広報広聴関係について 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 ２ ３ 号   
平成２７年１１月１３日   

職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長  森 山 義 文 

職務に専念する義務の免除に関する規則（平成６年人委規則第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第９号中「人事委員会が行う昇任試験又は職種変更試験」を「本市の機関の行う競争試験（選

考を含む。）」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


